●建築CPD（継続能力／職能）情報提供制度

■建築CPD情報提供制度とは

· 建築CPD情報提供制度とは、建築士等の研修としてふさわしい講習会等をあらかじめ認定し、その情報を公開するとともに、建築CPD情報提供制度参加登録者が、認定された講習会等に出席した記録を統合的に管理し、必要に応じて、その実績を照明する制度です。この制度は、既存の各団体のデータの活用を前提とした制度です。

· 建築CPD情報提供制度の運営は、建築CPD運営会議が行います。

· 建築CPD運営会議は、学識経験者、国土交通省、(社)日本建築士会連合会、(社)日本建築士事務所協会連合会、(社)日本建築家協会、（社)建築業協会、（社）日本建築学会、建築設備士関係団体CPD協議会、(社)日本建築構造技術者協会及び（財）建築技術教育普及センターで構成されています。

■目的

　・建築・設備関連団体が管理する建築士等の建築CPD実績を建築CPD運営会議データベースで統合的に管理し、以下の用途に活用できるようにすること。

1 地方公共団体の公共工事の設計者選定、設計プロポーザル審査、建築士事務所登録、公共工事入札参加資格審査等へ活用するためのCPD実績情報提供。

2 一般消費者が的確な建築士等を選択する際の一助となる建築CPD実績情報の公開。

3 建築・設備関連団体のCPD制度のデータ管理の活用

　

· 各団体のプログラム認定制度を共有化し、優れたプログラムに参加するための情報を広く提供する仕組を作ることにより、建築士等の知識・技能の維持向上に資すること。

■建築士会のCPDとの違い
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■参加登録

　参加登録は、原則として（社）建築士会のCPD制度に参加される方。
■建築CPD情報提供制度について

　　http://www.jaeic.or.jp/kenchikucpd.htmをご覧下さい。
